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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第19期

第３四半期
連結累計期間

第20期
第３四半期
連結累計期間

第19期

会計期間
自　2018年１月１日
至　2018年９月30日

自　2019年１月１日
至　2019年９月30日

自　2018年１月１日
至　2018年12月31日

売上収益
(百万円)

151,211 166,702 207,182

（第３四半期連結会計期間） （51,850) (55,942)  

継続事業に係る税引前四半期
（当期）利益（△は損失）

(百万円) △226 △36,224 3,354

四半期（当期）純損失 (百万円) △7,690 △36,834 △5,792

当社の株主に帰属する四半期（当期）
純損失

(百万円)
△6,068 △33,961 △3,718

（第３四半期連結会計期間） (△8,980) (△7,342)  

四半期（当期）包括利益
（△は損失）

(百万円) △9,696 △40,007 △11,929

当社の株主に帰属する持分 (百万円) 199,866 164,844 198,916

総資産額 (百万円) 480,803 530,442 486,587

基本的１株当たり四半期（当期）純損
失

(円)
△25.50 △142.09 △15.62

（第３四半期連結会計期間） (△37.70) (△30.68)  

希薄化後１株当たり四半期
（当期）純損失

(円) △25.50 △142.09 △15.62

当社株主帰属持分比率 (％) 41.6 31.1 40.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,818 △9,125 9,122

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △43,437 △52,472 △52,884

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 177,541 6,247 178,401

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

(百万円) 260,422 200,279 256,978

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上収益には、消費税等は含まれておりません。

３．上記指標は国際会計基準（IFRS）に基づいて作成された要約四半期連結財務諸表及び連結財務諸表に基づい

ております。
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２ 【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

EDINET提出書類

ＬＩＮＥ株式会社(E31238)

四半期報告書

 3/59



第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて発生した追

加事項は、次の下線部のとおりです。

　なお、文中に将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであり

ます。また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部　企業情報　第２

事業の状況　２　事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。

 

　(13) Fintech関連製品及びサービスについて

　当社グループが提供するFintech関連製品及びサービスは、日本内外において金融商品取引法、貸金業法、その

他の関連法令及び関連する行政及び業界団体の規制並びに諸規則といった様々な規制の対象となります。当社グ

ループにおいて、これらの法令等に関する遵守態勢の整備を進めておりますが、これらの規制に抵触した場合に

は、課徴金納付、業務の制限もしくは停止等の行政処分または命令を受ける可能性があります。この場合、収益機

会の損失または社会的信用の損失により、当社グループの事業、財政状態及び経営成績、企業グループとしての社

会的信用並びに株価等に影響が発生する可能性があります。なお、サービスの拡大または発展にあたり、今後、各

種規制遵守のために多額の費用を要する、又は当社グループの事業に不利になるような、さらなる規制要件が求め

られる等のリスクが生じる可能性があります。

　また、当社グループの製品・サービスや決済処理が発展する過程で、日本国内外において、送金、決済、電子商

取引、電子送金、仮想通貨、反マネー・ロンダリング、本人確認及びテロファイナンス防止等の様々な法令の対象

となる可能性があります。しかし、一部の法域では、そのような法令の適用や解釈が明確でない可能性がありま

す。

　例えば、当社グループは、日本においてはモバイル決済サービスに従事する子会社のLINE Pay株式会社を通じて

送金サービスプロバイダーとして登録しており、通常当該分野においては多くの国内法の遵守が求められます。当

社グループは、ユーザー保護及びセキュリティ管理に加え、適切なオペレーション管理体制、経営管理体制、マ

ネー・ロンダリング及びテロ資金供与に係る管理体制並びに帳簿書類の管理体制の構築を遂行していますが、これ

ら社内体制整備がサービスの成長速度に追いつかない等の理由により、万一、関連する法律又は規制上の義務に違

反していることが判明した場合、罰金その他処罰又は業務停止命令等の制裁を受けたり、社内体制及び製品変更を

余儀なくされたりする可能性があり、いずれの場合にも当社グループの事業、財政状態及び経営成績、企業グルー

プとしての社会的信用並びに株価等に重大な影響を及ぼす可能性があります。

　その他、Fintech関連製品及びサービスについて、以下を含む様々なリスクが存在するところ、係るリスクが顕

在化した場合、損害賠償義務の負担等の発生によって、当社グループの事業、財政状態及び経営成績、企業グルー

プとしての社会的信用並びに株価等に影響を及ぼす可能性があります。

・ 不正取引や取引の失敗への対応のためのコストの増加

・ 委託先の管理等の誤り

・ 既存のサービス提供会社との関係の悪化

・ 運用費及びインフラ構築に伴う資本コストの増加

・ ユーザー、プラットフォーム提携先、従業員又は第三者による潜在的な不正や違法行為

・ ユーザーの保有する仮想通貨の流失・喪失・盗難

・ ユーザーの個人情報の漏えい・滅失及び収集した情報の利用及び安全性に関する懸念

・ システム停止等によるユーザーの機会損失

・ 決済処理のためのユーザー資金の入金額に対する制限

・ 開示・報告義務の追加
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２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

　当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、以下のとおりであります。

 

（１）財政状態及び経営成績の状況

 

　当社グループの連結業績はIFRSに基づき算出しております。

 

連結業績概況

 
2018年度

第3四半期連結累計期間

 

 

2019年度

第3四半期連結累計期間

売上収益 151,211  166,702

営業利益（△は損失） 6,745  △27,521

継続事業に係る税引前四半期損失 △226  △36,224

四半期純損失 △7,690  △36,834

当社の株主に帰属する四半期純損失 △6,068  △33,961

 

　当第３四半期連結累計期間（2019年１月１日から2019年９月30日まで）における売上収益は166,702百万円（前

年同期比10.2％増）となりました。売上収益が増加した主な要因は、広告やFriendsに関連した売上収益の増加に

よるものです。

 

　当第３四半期連結累計期間における営業損失は27,521百万円（前年同期は6,745百万円の利益）となりました。

 

　売上収益が増加した一方、営業損失となった要因は、主に、以下のとおりです。

 

　その他の営業収益

　　前期はLINE モバイルが持分法適用関連会社へ変更したことに伴う支配喪失による利益 9,494百万円があり

ましたが、当期は発生しなかったことにより、その他の営業収益が8,325百万円減少しております。

 

　決済手数料及びライセンス料並びに販売手数料

　　前述の売上収益の増加に伴い、決済手数料及びライセンス料が3,756百万円、販売手数料が1,116百万円増加

しております。

 

　従業員報酬費用

　　主に人員数増加に伴い従業員報酬費用が9,466百万円増加しております。

 

　マーケティング費用

　　主にFintechをはじめとした各種プロモーションに伴いマーケティング費用が11,204百万円増加しておりま

す。

 

　外注費

　　主にFintechの開発費用の増加により、外注費が7,605百万円増加しております。
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　減価償却費及び償却費

　　主にIFRS第16号「リース」の適用による建物などの使用権資産の償却費の計上により、減価償却費及び償却

費が8,472百万円増加しております。

 

　その他の営業費用

　　商品原価の増加、子会社の増資に伴う租税公課の発生、LINEポイント広告に関連する費用が増加する一方、

IFRS第16号「リース」の適用により支払賃借料等が減少したことなどにより、その他の営業費用は486百万円

減少しております。

 

　当第３四半期連結累計期間における継続事業に係る税引前四半期損失は36,224百万円（前年同期は226百万円の

損失）となりました。

 

　継続事業に係る税引前四半期損失が増加した要因は、主に、前述の営業損失となった要因に加え、持分法による

投資損失が増加したことによるものです。

 

　当第３四半期連結累計期間における四半期純損失は36,834百万円（前年同期は7,690百万円の損失）となりまし

た。

 

　四半期純損失となった要因は、主に前述の継続事業に係る税引前四半期損失が増加した要因と同様です。

 

　以上より、当第３四半期連結累計期間における当社の株主に帰属する四半期純損失は33,961百万円（前年同期は

△6,068百万円の損失）となりました。
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セグメント別損益

　当社グループはコア事業及び戦略事業の報告セグメントを有しております。各セグメント別損益の状況は以下の

とおりです。

 

コア事業

　コア事業の売上収益は144,881百万円（前年同期比9.8％増）となり、セグメント利益は24,959百万円（前年同期

比17.3％増）となりました。

　コア事業の増収及び増益の主な要因は、アカウント広告やディスプレイ広告が好調だったことによる広告売上の

増収がコア事業の増収及び増益に貢献したことによるものです。

 

戦略事業

　戦略事業の売上収益は21,821百万円（前年同期比13.1％増）となり、セグメント損失は52,412百万円となりまし

た（前年同期は22,894百万円の損失）。

　戦略事業の売上収益の主な増収要因は、FriendsやEコマースに関連する売上収益が増加したことによるもので

す。戦略事業の損失の主な増加要因は、Fintechに関連する開発やマーケティング費用の増大によるものです。

 

セグメント別損益の詳細は４．セグメント情報に記載しております。

 

 

　当第３四半期連結会計期間末の資産は530,442百万円となり、前連結会計年度末に比べ43,855百万円増加いたし

ました。これは主としてIFRS第16号「リース」の適用による使用権資産の計上によるものです。

 

　負債は347,949百万円となり、前連結会計年度末に比べ69,876百万円増加いたしました。これは主としてIFRS第

16号「リース」の適用によるリース負債の計上によるものです。

 

　資本は182,493百万円となり、前連結会計年度末に比べ26,021百万円減少いたしました。これは主としてLINE証

券株式会社などの非支配株主からの払込により非支配持分が増加した一方で、四半期純損失を計上したことにより

利益剰余金が減少したことによるものです。
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（２）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、前連結会計年度末

に比べ56,699百万円減少し、残高は200,279百万円となりました。

　各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期が2,818百万円の収入であったのに対し、当第３四半期連結累計

期間は9,125百万円の支出となりました。主な資金の減少要因は、継続事業に係る税引前四半期損失を計上したこ

とによるものです。なお、営業活動によるキャッシュ・フローに区分されていた賃借料等の支払い6,553百万円

が、IFRS第16号の適用により、リース負債の元本の返済による支出として財務活動によるキャッシュ・フローに区

分されています。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは前年同期比9,035百万円の支出の増加となり、52,472百万円の支出となり

ました。主な支出の増加要因は、関連会社に対する投資による支出が増加したことによるものです。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期比171,294百万円の収入の減少となり、6,247百万円の収入となり

ました。主な収入の減少要因は、前年同期は社債の発行による収入がありましたが、当第３四半期はなかったこと

によるものです。なお、営業活動によるキャッシュ・フローに区分されていた賃借料等の支払い6,553百万円が、

IFRS第16号の適用により、リース負債の元本の返済による支出として財務活動によるキャッシュ・フローに区分さ

れています。

 

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（４）研究開発活動

　当社グループはFintech、AIなどの研究及び開発をしており、当第３四半期連結累計期間における研究開発費は

19,348百万円です。
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３ 【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 690,000,000

計 690,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
（2019年９月30日）

提出日現在
発行数(株)

（2019年11月８日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 240,961,642 240,978,142
東京証券取引所
（市場第一部）
ニューヨーク証券取引所

１単元の株式数は、

100株であります。

権利内容に何ら限定

のない、当社におけ

る標準となる株式で

あります。

計 240,961,642 240,978,142 － －

(注)「提出日現在発行数」欄には、2019年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 当第３四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

 第22回新株予約権

決議年月日 2019年７月９日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役４名

新株予約権の数（個）　※ 30,240（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類　※ 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）　※ 3,024,000（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円）　※ 3,500（注）３

新株予約権の行使期間　※
自 2022年７月29日

至 2029年７月８日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額（円）（注）４　※

発行価格　　   5,008

資本組入額　   2,504

新株予約権の行使の条件　※ （注）５、７

新株予約権の譲渡に関する事項　※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要

する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項　※
(注）６

※ 新株予約権証券の発行時（2019年７月30日）における内容を記載しております。
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(注）１．新株予約権１個当たりの目的である株式の数は、100株とする。

２．当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につ

き同じ。）又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満

の端数は、これを切り捨てる。
 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日（基準日を定めないときは、その効力発生

日）の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して

資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる

場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、

当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

３．割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①から③に掲げる場合には、行使価額をそれぞれ次に定める算

式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

① 株式分割又は株式併合を行う場合

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割・株式併合の比率
 

調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日（基準日を定めないときは、その効力発

生日）の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減

少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割

が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後

行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

② 当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行

使による場合を除く。）
 

 
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

③ 上記の他、割当日後に、当社が他社と合併等を行うことにより、行使価額の調整をすることが適切な場

合は、当社は行使価額につき合理的な範囲で必要と認める調整を行うものとする。

４．新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額3,500円と新株予約権付

与時における公正な評価単価1,508円を合算しております。

５．新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。但し、

取締役会が認めた場合はこの限りではない。

② 新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社の関係会社（財務諸表の用語、様式及び作成方法

に関する規則に定める関係会社をいう。以下同じ。）の取締役の地位にあることを要する。但し、当社

又は当社の関係会社における取締役を任期満了により退任した場合又は当社の取締役会が正当な理由が

あると認めた場合はこの限りでない。

③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。

④ 新株予約権者は、当社普通株式の株価が以下の(ⅰ)から(ⅲ)に定める条件を満たす場合に限り、当該

(ⅰ)から(ⅲ)に掲げる個数の新株予約権を行使することができる。この場合において、当該(ⅰ)から

(ⅲ)に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合には、かかる

端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、当社が、合

併、募集株式の発行、株式分割又は株式併合等を行うことにより、基準株価（(ⅰ)に定義する。）の調

整をすることが適切な場合は、当社は基準株価につき合理的な範囲で必要と認める調整を行うものとす

る。なお、当社普通株式の株価が以下の(ⅰ)から(ⅲ)に定める条件を満たした場合には、上記「新株予

約権の行使期間」にて定める期間及び行使可能個数の上限に従い、新株予約権を行使することができ

る。

(ⅰ) 新株予約権の割当日の３年後の応答日から６年後の応答日までの間のいずれの日においても、当

該日を含む直前営業日10日間（当社普通株式の普通取引が成立しない日を除く。以下本④(ⅰ)か

ら(ⅲ)において同じ。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が、

7,518円（以下、「基準株価」という。）を超える場合

割当てを受けた新株予約権の総数の20％
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(ⅱ) 新株予約権の割当日の４年後の応答日から７年後の応答日までの間のいずれの日においても、当

該日を含む直前営業日10日間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値

が、基準株価を超える場合

割当てを受けた新株予約権の総数の30％

(ⅲ) 新株予約権の割当日の５年後の応答日から８年後の応答日までの間のいずれの日においても、当

該日を含む直前営業日10日間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値

が、基準株価を超える場合

割当てを受けた新株予約権の総数の50％

６．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力

発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の

日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株

式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をい

う。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合において

は、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各

号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新

設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のう

え、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編成後行使価額

に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じた額とす

る。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行

為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使す

ることができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す

る。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得条項

下記「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に準じて決定する。

７．会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、

当社の取締役会決議又は会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、当

社の取締役会（又は会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行役）が別途定める日に、当社は無償で

新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ

いての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を

要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて

の定めを設ける定款の変更承認の議案
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 第23回新株予約権

決議年月日 2019年７月９日

付与対象者の区分及び人数 当社社外取締役３名

新株予約権の数（個）　※ 240（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類　※ 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）　※ 24,000（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円）　※ 3,500（注）３

新株予約権の行使期間　※
自 2022年７月29日

至 2029年７月８日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額（円）（注）４　※

発行価格　　   5,008

資本組入額　   2,504

新株予約権の行使の条件　※ （注）５、７

新株予約権の譲渡に関する事項　※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要

する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項　※
(注）６

※ 新株予約権証券の発行時（2019年７月30日）における内容を記載しております。

(注）１．上記 第22回新株予約権 (注）１．と同様。

２．上記 第22回新株予約権 (注）２．と同様。

３．上記 第22回新株予約権 (注）３．と同様。

４．新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額3,500円と新株予約権付与

時における公正な評価単価1,508円を合算しております。

５．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。但し、

取締役会が認めた場合はこの限りではない。

②　新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社の関係会社（財務諸表の用語、様式及び作成方法

に関する規則に定める関係会社をいう。以下同じ。）の取締役の地位にあることを要する。但し、当社

又は当社の関係会社における取締役を任期満了により退任した場合又は当社の取締役会が正当な理由が

あると認めた場合はこの限りでない

③　各新株予約権の一部行使はできないものとする。

６．上記 第22回新株予約権 (注）６．と同様。

７．上記 第22回新株予約権 (注）７．と同様。
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 第24回新株予約権

決議年月日 2019年７月９日

付与対象者の区分及び人数
当社従業員433名(執行役員を含む)

当社子会社従業員506名

新株予約権の数（個）　※ 16,548（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類　※ 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）　※ 1,654,800（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円）　※ 3,500（注）３

新株予約権の行使期間　※
自 2022年７月29日

至 2029年７月８日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額（円）（注）４　※

発行価格　　   4,922

資本組入額　   2,461

新株予約権の行使の条件　※ （注）５、７

新株予約権の譲渡に関する事項　※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要

する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項　※
(注）６

※ 新株予約権証券の発行時（2019年７月30日）における内容を記載しております。

(注）１．上記 第22回新株予約権 (注）１．と同様。

２．上記 第22回新株予約権 (注）２．と同様。

３．上記 第22回新株予約権 (注）３．と同様。

４．新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額3,500円と新株予約権付与

時における公正な評価単価1,422円を合算しております。

５．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。但し、

取締役会が認めた場合はこの限りではない。

②　新株予約権者は、権利行使時においても当社又は当社の関係会社（財務諸表の用語、様式及び作成方法

に関する規則に定める関係会社をいう。以下同じ。）の取締役、監査役、執行役、執行役員又は従業員

のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社又は当社の関係会社における取締役、監査役又は執

行役の地位を任期満了により退任した場合又は当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの

限りでない。

③　各新株予約権の一部行使はできないものとする。

６．上記 第22回新株予約権 (注）６．と同様。

７．上記 第22回新株予約権 (注）７．と同様。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2019年７月１日～
2019年９月30日
 (注)２

普通株式
78,000

普通株式
240,961,642

86 96,534 86 86,599

(注) １．百万円未満の金額については切り捨てて表記をしております。

    ２．新株予約権の行使による増加であります。

    ３．2019年10月１日から2019年10月31日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が16,500株、資本

金及び資本準備金がそれぞれ18百万円増加しております。
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(5) 【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019年９月30日現在
 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等) 1,200 － －

完全議決権株式(その他) 240,855,000 2,408,550
1単元の株式数は、100株であります。権
利内容に何ら限定のない、当社における
標準となる株式であります。

単元未満株式数 105,442 － －

発行済株式総数 240,961,642 － －

総株主の議決権 － 2,408,550 －

(注) １．「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式給付信託（J-ESOP）により信託口が所有する当社株式が1,573,800

株含まれております。

２．「単元未満株式」欄には、株式給付信託（J-ESOP）により信託口が所有する当社株式が72株、及び自己株式が

99株含まれております。

 

② 【自己株式等】

2019年９月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

LINE株式会社
東京都新宿区新宿

四丁目１番６号
1,200 － 1,200 0.0

計 － 1,200 － 1,200 0.0

（注） １．株式給付信託（J-ESOP）により信託口が所有する当社株式1,573,872株は、上記自己株式等に含まれておりま

せんが、要約四半期連結財務諸表においては自己株式として計上しております。

２．上記自己株式には、単元未満株式99株は含まれておりません。

 

２ 【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

代表取締役 CWO 取締役 CWO
　シン

慎　ジュンホ
2019年４月１日

（注）CWO：Chief WOW Officer

 

 

EDINET提出書類

ＬＩＮＥ株式会社(E31238)

四半期報告書

15/59



第４ 【経理の状況】

１　要約四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」

に準拠して作成しております。

 

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2019年７月１日から2019年

９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2019年１月１日から2019年９月30日まで）に係る要約四半期連結財務諸

表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

EDINET提出書類

ＬＩＮＥ株式会社(E31238)

四半期報告書

16/59



１ 【要約四半期連結財務諸表】

(１) 【要約四半期連結財政状態計算書】

     (単位：百万円)

 注記  
前連結会計年度
(2018年12月31日)

 
当第３四半期
連結会計期間

(2019年９月30日)

資産      

流動資産      

現金及び現金同等物   256,978  200,279

売掛金及びその他の短期債権 7,10  37,644  40,888

その他の金融資産（流動） 7  15,915  27,083

契約資産 10  339  168

たな卸資産   4,887  6,287

その他の流動資産   9,751  10,536

流動資産合計   325,514  285,241

      

非流動資産      

有形固定資産 5  24,726  25,650

使用権資産 3  －  56,063

のれん   17,095  16,948

のれん以外の無形資産   5,298  8,127

関連会社及び共同支配企業投資 18  53,921  66,424

その他の金融資産（非流動） 7  42,287  50,266

繰延税金資産 6  17,107  20,799

その他の非流動資産   639  924

非流動資産合計   161,073  245,201

資産合計   486,587  530,442
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     (単位：百万円)

 注記  
前連結会計年度
(2018年12月31日)

 
当第３四半期
連結会計期間

(2019年９月30日)

負債      

流動負債      

買掛金及びその他の未払金 7  34,985  39,740

その他の金融負債（流動） 7  36,726  42,096

未払費用   18,405  16,607

未払法人所得税   4,855  1,033

リース負債（流動） 3  －  11,286

契約負債 10  24,637  25,020

引当金（流動）   2,581  3,149

その他の流動負債   1,037  5,225

流動負債合計   123,226  144,156

      

非流動負債      

社債 7  142,132  142,670

その他の金融負債（非流動） 7  527  409

リース負債（非流動） 3  －  46,387

繰延税金負債 6  503  1,051

引当金（非流動）   3,309  4,372

退職給付に係る負債   6,943  7,832

その他の非流動負債   1,433  1,072

非流動負債合計   154,847  203,793

負債合計   278,073  347,949

      

資本      

資本金 8  96,064  96,535

資本剰余金 8  118,626  119,343

自己株式 8  △8,205  △6,598

利益剰余金   △5,556  △39,471

その他の包括利益累計額   △2,013  △4,965

当社の株主に帰属する持分合計   198,916  164,844

非支配持分   9,598  17,649

資本合計   208,514  182,493

負債及び資本合計   486,587  530,442
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(２) 【要約四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

    (単位：百万円)

 注記

前第３四半期
連結累計期間

(自　2018年１月１日
至　2018年９月30日)

 

当第３四半期
連結累計期間

(自　2019年１月１日
至　2019年９月30日)

営業収益     

売上収益 4,10 151,211  166,702

その他の営業収益 9,10 11,222  2,897

営業収益合計  162,433  169,599

     

営業費用     

決済手数料及びライセンス料  △22,650  △26,406

販売手数料  △11,081  △12,197

従業員報酬費用 14 △42,106  △51,572

マーケティング費用  △14,362  △25,566

インフラ及び通信費用  △7,764  △8,063

外注費及びその他のサービス費用  △23,014  △30,619

減価償却費及び償却費 3,4,5 △7,852  △16,324

その他の営業費用 3 △26,859  △26,373

営業費用合計  △155,688  △197,120

     

営業利益(△は損失)  6,745  △27,521

     

財務収益  298  400

財務費用 3 △326  △1,459

持分法による投資損失 18 △7,311  △9,567

為替差損益  72  △237

その他の営業外収益 13 317  2,347

その他の営業外費用 13 △21  △187

継続事業に係る税引前四半期損失  △226  △36,224

法人所得税 6 △7,467  △609

継続事業に係る四半期純損失  △7,693  △36,833

     

非継続事業に係る四半期純利益(△は損失) 11 3  △1

四半期純損失  △7,690  △36,834

帰属：     

当社の株主 12 △6,068  △33,961

非支配持分  △1,622  △2,873
 
    (単位：円)

１株当たり四半期純利益     

当社の株主に帰属する基本的１株当たり
四半期純損失

12 △25.50  △142.09

当社の株主に帰属する希薄化後
１株当たり四半期純損失

12 △25.50  △142.09

継続事業に係る１株当たり四半期純利益     

当社の株主に帰属する継続事業に係る
基本的１株当たり四半期純損失

12 △25.51  △142.08

当社の株主に帰属する継続事業に係る
希薄化後１株当たり四半期純損失

12 △25.51  △142.08

非継続事業に係る１株当たり四半期純利益     

当社の株主に帰属する非継続事業に
係る基本的１株当たり四半期純利益(△は損失)

12 0.01  △0.01

当社の株主に帰属する非継続事業に係る
希薄化後１株当たり四半期純利益(△は損失)

12 0.01  △0.01
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【第３四半期連結会計期間】

    (単位：百万円)

 注記

前第３四半期
連結会計期間

(自　2018年７月１日
至　2018年９月30日)

 

当第３四半期
連結会計期間

(自　2019年７月１日
至　2019年９月30日)

営業収益     

売上収益  51,850  55,942

その他の営業収益  93  1,493

営業収益合計  51,943  57,435

     

営業費用     

決済手数料及びライセンス料  △7,507  △9,236

販売手数料  △4,131  △3,573

従業員報酬費用  △14,728  △17,797

マーケティング費用  △5,775  △4,958

インフラ及び通信費用  △2,681  △2,765

外注費及びその他のサービス費用  △8,101  △10,501

減価償却費及び償却費  △2,903  △5,754

その他の営業費用  △9,693  △8,556

営業費用合計  △55,519  △63,140

     

営業損失  △3,576  △5,705

     

財務収益  103  128

財務費用  △293  △517

持分法による投資損失  △3,092  △2,891

為替差損益  328  266

その他の営業外収益  0  1,032

その他の営業外費用  △330  △47

継続事業に係る税引前四半期損失  △6,860  △7,734

法人所得税  △2,733  △1,070

継続事業に係る四半期純損失  △9,593  △8,804

     

非継続事業に係る四半期純損失  △4  △1

四半期純損失  △9,597  △8,805

帰属：     

当社の株主 12 △8,980  △7,342

非支配持分  △617  △1,463

 

    (単位：円)

１株当たり四半期純利益     

当社の株主に帰属する基本的１株当たり
四半期純損失

12 △37.70  △30.68

当社の株主に帰属する希薄化後
１株当たり四半期純損失

12 △37.70  △30.68

継続事業に係る１株当たり四半期純利益     

当社の株主に帰属する継続事業に係る
基本的１株当たり四半期純損失

12 △37.68  △30.67

当社の株主に帰属する継続事業に係る
希薄化後１株当たり四半期純損失

12 △37.68  △30.67

非継続事業に係る１株当たり四半期純利益     

当社の株主に帰属する非継続事業に
係る基本的１株当たり四半期純損失

12 △0.02  △0.01

当社の株主に帰属する非継続事業に係る
希薄化後１株当たり四半期純損失

12 △0.02  △0.01
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(３) 【要約四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

    (単位：百万円)

 注記

前第３四半期
連結累計期間

(自　2018年１月１日
至　2018年９月30日)

 

当第３四半期
連結累計期間

(自　2019年１月１日
至　2019年９月30日)

     

四半期純損失  △7,690  △36,834

その他の包括利益     

純損益に振替えられないその他の包括利益の

内訳項目：
    

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

資本性金融資産の再測定
13 △935  1,085

その他の包括利益のうち純損益に振替えられない

内訳項目に係る法人所得税
 283  △348

純損益に振替えられる可能性のある

その他の包括利益の内訳項目：
    

　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

負債性金融資産：
    

　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

負債性金融資産の再測定
13 6  55

　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

負債性金融資産に係る組替調整
 －  1

売却可能金融資産：     

売却可能金融資産に係る組替調整  6  －

在外営業活動体の換算差額：     

為替換算差額に係る利得  △1,213  △4,727

為替換算差額に係る組替調整額  △107  85

　関連会社のその他の包括利益に対する持分相当額  37  151

　関連会社のその他の包括利益に対する持分相当額に
係る組替調整額

 △8  －

　その他の包括利益のうち純損益に振替えられる
可能性のある内訳項目に係る法人所得税の総額

 △75  525

その他の包括利益合計額  △2,006  △3,173

四半期包括利益（△は損失）  △9,696  △40,007

     

帰属：     

当社の株主  △8,078  △36,867

非支配持分  △1,618  △3,140
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【第３四半期連結会計期間】

   (単位：百万円)

 

前第３四半期
連結会計期間

(自　2018年７月１日
至　2018年９月30日)

 

当第３四半期
連結会計期間

(自　2019年７月１日
至　2019年９月30日)

    

四半期純損失 △9,597  △8,805

その他の包括利益    

純損益に振替えられないその他の包括利益の内訳項目：    

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

資本性金融資産の再測定
△827  1,248

その他の包括利益のうち純損益に振替えられない

内訳項目に係る法人所得税
193  △400

純損益に振替えられる可能性のあるその他の

包括利益の内訳項目：
   

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

負債性金融資産：
   

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

負債性金融資産の再測定
3  25

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

負債性金融資産に係る組替調整
－  △1

売却可能金融資産：    

売却可能金融資産に係る組替調整 6  －

在外営業活動体の換算差額：    

為替換算差額に係る利得（△は損失） 2,110  △1,295

為替換算差額に係る組替調整額 －  84

　関連会社のその他の包括利益に対する持分相当額 23  46

　その他の包括利益のうち純損益に振替えられる
可能性のある内訳項目に係る法人所得税の総額

△21  177

その他の包括利益合計額 1,487  △116

四半期包括利益（△は損失） △8,110  △8,921

    

帰属：    

当社の株主 △7,751  △7,416

非支配持分 △359  △1,505
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(４) 【要約四半期連結持分変動計算書】

前第３四半期連結累計期間(自　2018年１月１日　至　2018年９月30日)

          (単位：百万円)

  当社の株主に帰属する持分   

      その他の包括利益累計額    

 注記 資本金
資本

剰余金

自己

株式

利益

剰余金

在外営業

活動体の

換算差額

その他の包

括利益を通

じて公正価

値を測定す

る金融資産

確定給付

制度の

再測定

合計
非支配

持分

資本

合計

2018年１月１日残高  92,369 93,560 △4,000 △4,294 3,158 3,928 354 185,075 4,902 189,977

新基準適用の影響  － － － 177 － △1,258 － △1,081 △85 △1,166

2018年１月１日残高

（遡及適用後）
 92,369 93,560 △4,000 △4,117 3,158 2,670 354 183,994 4,817 188,811

四半期包括利益

（△は損失）
           

四半期純損失  － － － △6,068 － － － △6,068 △1,622 △7,690

その他の包括利益  － － － － △1,373 △637 － △2,010 4 △2,006

四半期包括利益

（△は損失）
 － － － △6,068 △1,373 △637 － △8,078 △1,618 △9,696

株式報酬 8,14 － 991 － － － － － 991 － 991

新株予約権の失効 8,14 － △24 － 24 － － － － － －

新株予約権の行使 8,14 864 △109 － － － － － 755 － 755

支配継続子会社に

対する持分変動
 － 17,526 － － △15 △27 1 17,485 8,199 25,684

子会社の取得  － － － － － － － － 301 301

株式給付信託による

新株の発行と取得
8,14 2,500 2,488 △5,000 － － － － △12 － △12

転換社債型新株予約

権付社債の発行
8 － 4,175 － － － － － 4,175 － 4,175

自己株式の処分 8 － △136 696 － － － － 560 － 560

自己株式の取得  － － △4 － － － － △4 － △4

2018年９月30日残高  95,733 118,471 △8,308 △10,161 1,770 2,006 355 199,866 11,699 211,565
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当第３四半期連結累計期間(自　2019年１月１日　至　2019年９月30日)

          (単位：百万円)

  当社の株主に帰属する持分   

      その他の包括利益累計額    

 注記 資本金
資本

剰余金

自己

株式

利益

剰余金

在外営業

活動体の

換算差額

その他の包

括利益を通

じて公正価

値を測定す

る金融資産

確定給付

制度の

再測定

合計
非支配

持分

資本

合計

2019年１月１日残高  96,064 118,626 △8,205 △5,556 △659 △1,417 63 198,916 9,598 208,514

新基準適用の影響  － － － △26 － － － △26 － △26

2019年１月１日残高

（遡及適用後）
 96,064 118,626 △8,205 △5,582 △659 △1,417 63 198,890 9,598 208,488

四半期包括利益

（△は損失）
           

四半期純損失  － － － △33,961 － － － △33,961 △2,873 △36,834

その他の包括利益  － － － － △3,766 860 － △2,906 △267 △3,173

四半期包括利益

（△は損失）
 － － － △33,961 △3,766 860 － △36,867 △3,140 △40,007

株式報酬 8,14 － 1,111 － － － － － 1,111 － 1,111

新株予約権の失効 8,14 － △51 － 51 － － － － － －

新株予約権の行使 8,14 471 △117 － － － － － 354 － 354

支配継続子会社に

対する持分変動
17 － 221 － － － － － 221 12,614 12,835

子会社の取得  － － － － － － － － 246 246

自己株式の処分 8 － △447 1,608 － － － － 1,161 － 1,161

自己株式の取得  － － △1 － － － － △1 － △1

その他の包括利益累

計額から利益剰余金

への振替

 － － － 46 － △46 － － － －

分配金の支払  － － － － － － － － △1,669 △1,669

その他  － － － △25 － － － △25 － △25

2019年９月30日残高  96,535 119,343 △6,598 △39,471 △4,425 △603 63 164,844 17,649 182,493
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(５) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

    (単位：百万円)

 注記

前第３四半期

連結累計期間

(自　2018年１月１日

至　2018年９月30日)

 

当第３四半期

連結累計期間

(自　2019年１月１日

至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー     
継続事業に係る税引前四半期損失  △226  △36,224

非継続事業に係る税引前四半期利益（△は損失） 11 5  △2

税引前四半期損失  △221  △36,226

調整項目：     
減価償却費及び償却費 4 7,852  16,324

財務収益  △298  △400

財務費用 3 326  1,459

受取配当金  △50  △134

株式報酬費用 14 2,105  2,519

子会社又は事業の支配喪失による利益 9 △9,494  －

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益 7,13 △200  △2,133

持分法による投資損失 18 7,311  9,567

持分変動利益  △1,279  △1,819

為替差損益  223  166

増減額：     
売掛金及びその他の短期債権  531  △2,877

契約資産 10 130  171

たな卸資産  △2,719  △1,958

買掛金及びその他の未払金  2,509  5,720

未払費用  2,934  △2,094

契約負債 10 1,099  527

引当金  566  580

退職給付に係る負債  736  1,143

その他の流動資産  △1,230  △271

その他の流動負債  803  9,804

その他  △797  △493

小計  10,837  △425

利息の受取額  381  387

利息の支払額  △41  △921

配当金の受取額  51  134

社債発行手数料の支払額  △1,829  －

法人所得税の支払額  △6,581  △8,300

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,818  △9,125
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    (単位：百万円)

 注記

前第３四半期

連結累計期間

(自　2018年１月１日

至　2018年９月30日)

 

当第３四半期

連結累計期間

(自　2019年１月１日

至　2019年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー     
定期預金の預入による支出  △3,444  △7,136

定期預金の払戻による収入  3,843  3,858

資本性投資の取得による支出 13 △5,008  －

資本性投資の売却による収入  －  114

負債性投資の取得による支出  △10,746  △9,748

負債性投資の償還による収入  764  2,869

有形固定資産及び無形資産の取得による支出 5 △14,476  △14,051

有形固定資産及び無形資産の売却による収入  141  518

関連会社及び共同支配企業に対する投資による支出 18 △12,415  △22,728

関連会社への投資の払戻による収入  499  －

日本の資金決済法に基づく預託金の預入による支出  △130  △2,744

日本の資金決済法に基づく預託金の返還による収入  －  2,744

敷金の差入による支出  △3,054  △773

敷金の回収による収入  175  62

保証金の差入による支出 7 △800  △5,733

貸付による支出  △646  △31

貸付の回収による収入  2,202  338

子会社の取得による収入  736  －

子会社の支配喪失又は事業の譲渡による減少額 9 △1,113  －

その他  35  △31

投資活動によるキャッシュ・フロー  △43,437  △52,472

     
財務活動によるキャッシュ・フロー     
リース負債の返済による支出  －  △6,553

短期借入金の借入による収入  1,000  1,000

短期借入金の返済による支出  △84  △1,001

長期借入金の返済による支出  △10  △2

社債の発行による収入  149,978  －

株式発行費用の支出  △23  △3

新株予約権の行使による収入  758  356

非支配持分への分配金の支払による支出  －  △1,669

非支配持分からの子会社株式追加取得による支出 17 △580  △404

非支配持分からの払込による収入 17 25,945  13,476

自己株式の売却による収入  567  1,048

その他  △10  △1

財務活動によるキャッシュ・フロー  177,541  6,247

     
現金及び現金同等物の増加額（△は減少）  136,922  △55,350

現金及び現金同等物の期首残高  123,606  256,978

現金及び現金同等物に係る換算差額  △106  △1,349

現金及び現金同等物の四半期末残高  260,422  200,279
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【要約四半期連結財務諸表注記】

１．報告企業

　LINE株式会社(以下「当社」という。)は、オンライン・ゲームのサービスを提供することを目的に、ハンゲームジャ

パン株式会社として、日本の会社法に基づき、2000年９月に日本で設立しております。当社は2003年８月に社名をNHN

Japan株式会社に変更し、2013年４月にLINE株式会社に変更しております。当社は韓国に所在するNAVER Corporation

(旧社名 NHN Corporation、以下「NAVER」という。)の子会社であります。また、NAVERは当社及び子会社(以下「当社

グループ」という。)の最終的な親会社であります。当社の本社所在地は日本の東京都新宿区新宿四丁目１番６号であ

ります。

 

　当社は、ニューヨーク証券取引所に普通株式を原株とする米国預託株式を、東京証券取引所に普通株式を上場してお

ります。

 

　当社グループは、コア事業と戦略事業を有しております。コア事業は、主として、広告サービス、コミュニケーショ

ン、コンテンツなどから構成されます。戦略事業はLINE PayサービスなどのFintech、AI、Friendsなどのコマースが含

まれます。詳細は４．セグメント情報に記載しております。

 

 

 

２．作成の基礎

 

　当社グループの要約四半期連結財務諸表は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成しております。

 

　この要約四半期連結財務諸表は連結財務諸表で要求されている情報の全てを含んではいないため、前連結会計年度の

当社グループの連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。

 

　当社グループの要約四半期連結財務諸表は、2019年11月８日に代表取締役社長 出澤剛及び取締役CFO 黄仁埈によっ

て承認を受けております。

 

　なお、当社は四半期連結財務諸表規則第１条の２に定める要件を満たしており、指定国際会計基準特定会社に該当し

ます。

 

　当要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は報告期間末日における資産及び負債、報告期間における収益及

び費用、並びに偶発負債の開示に影響を及ぼす見積り及び仮定の設定を行う必要があります。実際の結果はこれらの見

積りと異なる可能性があります。重要な見積り及び仮定は、定期的に経営者によって見直されております。見積り及び

仮定の変更による影響は、変更のあった期間、又は変更のあった期間及び将来の期間にわたり認識しております。

 

　当社グループ内の債権債務及び取引は、連結上、相殺消去しております。
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３．重要な会計方針

 

　当要約四半期連結財務諸表において適用した重要な会計方針は、以下を除き、前連結会計年度の当社グループの連結

財務諸表において適用した会計方針と同一であります。国際会計基準審議会によって公表された、2019年１月１日以降

に開始する連結会計年度から強制適用となる新設及び改訂基準が、当社グループの前第３四半期連結累計期間及び当第

３四半期連結累計期間の要約四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は以下のとおりで

す。

 

IFRS第16号「リース」

 

　当社グループは、IFRS第16号「リース」を2019年１月１日に開始する連結会計年度から適用しております。IFRS第16

号の経過措置に従い、当該基準を遡及的に適用し、新基準の当初適用の累積的影響を2019年１月１日現在で認識してお

ります。そのため、当社グループは比較情報を修正再表示しておりません。

 

　IFRS第16号は、リースの借手及び貸手におけるリース契約の認識、測定、表示及び開示の原則を定めております。

IFRS第16号において、リースの借手は、従前の基準であるIAS第17号「リース」において求められていたファイナン

ス・リースとオペレーティング・リースの区分をせず、単一の会計モデルを使用することとなります。借手はリースの

開始日において、リース料に係る支払債務（リース負債）と、対応するリース期間にリース資産を使用する権利を表す

使用権資産を認識することとなります。その後、借手はリース負債から生じる利息費用と、使用権資産から生じる減価

償却費を個別に認識します。使用権資産は、資産の耐用年数及びリース期間のいずれか短い方の期間にわたり定額法で

減価償却をしております。貸手の会計処理は、従前のIAS第17号における貸手の会計処理と実質的に同じであります。

 

　当社グループは、IFRS第16号の適用により、過去にIAS第17号に従い分類された「オペレーティング・リース」につ

いて、リース負債を認識しております。当該リース負債は、残りのリース料を2019年１月１日現在の借手の追加借入利

子率を用いて割り引いた現在価値で測定しております。2019年１月１日にリース負債に適用した借手の追加借入利子率

の加重平均は2.21％でした。

 

　当社グループは、IFRS第16号を初めて適用するにあたり、IFRS第16号が認める以下の実務上の便法を使用しておりま

す。

　・減損レビューの代替として、リース適用開始日直前において、IAS第37号を適用し、不利なリースであるかどうか

の評価に依拠しております。

　・2019年１月１日時点において12ヶ月以内の残存リース期間を有するオペレーティング・リースを短期リースとして

会計処理しております。

　・延長オプション又は解約オプションを含む契約のリース期間の決定においては、事後的な判断を使用しています。

 

　また、当社グループは、IAS第17号及びIFRIC第4号「契約にリースが含まれているか否かの判断」に基づきリースを

含むと特定されなかった取決めについては、IFRS第16号を適用しないことを選択しています。

  (単位：百万円)

 
  

2018年12月31日現在で開示されているオペレーティング・リースに係るコミットメント  58,688

（控除）費用として定額法で認識される短期リース  △545

（控除）費用として定額法で認識される少額資産のリース  △29

（控除）2019年1月以降にリースが開始される契約など  △3,092

割引前のリース負債  55,022

 当社グループの追加借入利子率を用いた割引  △7,009

2019年１月１日現在で認識されているリース負債  48,013

 

　上記の結果、当社グループは2019年１月１日における連結財政状態計算書において、使用権資産及びリース負債を、

それぞれ46,279百万円、48,013百万円認識しております。
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　また、IFRS第16号の適用により、当第３四半期連結累計期間におけるオペレーティング・リース費用が含まれていた

インフラ及び通信費用が908百万円、その他の営業費用が7,487百万円減少し、使用権資産の償却費が含まれる減価償却

費及び償却費が7,494百万円、リース負債に係る金利費用が含まれる財務費用が887百万円増加しております。さらに、

リース負債の元本返済による支出が財務活動によるキャッシュ・フローに分類されるため、IAS第17号適用時に比べて

営業活動によるキャッシュ・フローは6,553百万円増加し、財務活動によるキャッシュ・フローは6,553百万円減少して

おります。

 

　なお当社グループがIFRS第16号の内容に基づいて2019年１月１日より適用した会計方針は以下のとおりであります。

 

　当社グループは、主として、不動産、データセンターにかかるリースをしております。リース契約は、通常、１年か

ら５年までの固定期間で締結されますが、延長オプションを含む場合があります。

 

　リースは、リース資産が当社グループによって利用可能となる時点で、使用権資産及び対応する負債として認識され

ます。各リース料の支払は、負債の返済分と財務費用に配分されます。財務費用は、各期間において負債残高に対して

一定の期間利子率となるように、リース期間にわたり損益として費用処理しております。使用権資産は、資産の耐用年

数及びリース期間のいずれか短い方の期間にわたり定額法で減価償却をしております。

 

　リースから生じる資産及び負債は、現在価値で当初測定しております。リース負債は、以下のリース料の正味現在価

値を含みます。

・固定リース料から受け取ったリース・インセンティブを控除した金額

・変動リース料のうち、指数又はレートに応じて決まる金額

・残価保証に基づいて借手が支払うと見込まれる金額

・購入オプションを借手が行使することが合理的に確実である場合の当該オプションの行使価格

・リースの解約に対するペナルティの支払額（リース期間が借手によるリース解約オプションの行使を反映している場

合）

 

　リース料は、リースの計算利子率（当該利子率が容易に算定できる場合)又は当社グループの追加借入利子率を用い

て割り引いております。

 

　使用権資産は、以下で構成される取得原価で測定しております。

・リース負債の当初測定の金額

・開始日以前に支払ったリース料から受け取ったリース・インセンティブを控除した金額

・当初直接コスト

・原状回復費用

 

　なお当社グループは、IFRS第16号が認めている実務上の便法として、原資産のクラスごとに、非リース構成部分を

リース構成部分と区別せずに、各リース構成部分及び関連する非リース構成部分を単一のリース構成部分として会計処

理することを選択しております。

 

　短期リース及び少額資産のリースに関連するリース料は、定額法に基づき、費用として認識されます。

　短期リースとは、リース期間が12ヶ月以内のリースです。少額資産は、例えば、少額の事務所備品などの資産で構成

されます。

 

　当社グループの不動産リースの多くの契約には延長オプション及び解約オプションが含まれております。

　延長オプションは、リース期間が延長されることが合理的に確実な場合に限り、リース期間に含められます。
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（会計上の見積りの変更）

　当社グループは、サーバーの最新の利用実態を反映し、有形固定資産の見積耐用年数の見直しを行いました。この変

更により、従来の方法と比べて当第３四半期連結累計期間の営業損失は1,101百万円減少しております。

 

４．セグメント情報

 

　当社グループの事業セグメントは、分離された財務情報が入手可能であり、その経営成績が当社グループの最高経営意

思決定者によって経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討される構成単位であります。最高経営意

思決定者は、当社の取締役会であります。報告セグメントを形成するにあたり、集約された事業セグメントはありませ

ん。

 

　当社の取締役会は、コア事業で稼得した資源を戦略事業に再配分するという戦略のもと、売上収益及び損益の成長を評

価するコア事業と、ユーザーベースの拡大など損益以外のKPIも重要な指標として評価する戦略事業に分けて業績を評価

しております。

 

 

(１) 報告セグメントの概要

　当社グループの報告セグメントは以下のとおりです。

 

コア事業 コア事業は、広告サービス、コミュニケーション、コンテンツなどから構成されます。

広告サービスにはディスプレイ広告、アカウント広告、その他の広告が含まれます。

ディスプレイ広告はLINE News面などに掲載される広告が含まれます。アカウント広告

には、主に、LINE公式アカウントやLINEスポンサードスタンプが含まれます。その他の

広告には、livedoor blog、NAVERまとめ、LINE バイトに掲載される広告が含まれま

す。

コミュニケーションには、主にLINEスタンプが含まれます。コンテンツには主にLINE

GAMEが含まれます。

 

戦略事業 戦略事業は、LINE PayサービスなどのFintech、AI、Friends、Eコマースが含まれま

す。
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(２) 報告セグメントごとの利益または損失

 

　当社グループのセグメント別の営業損益は、連結財務諸表の作成基礎と同様の方法で作成しておりますが、その他の営

業収益、株式報酬費用などを含めず、これらの項目は共通に含めております。また、IT開発や管理部門などの間接費につ

いては、サービス別の工数、サービスに用いられているサーバー台数、売上比率などを用いて配分しております。当社の

取締役会はグループ内取引を消去した後の業績を用いて評価していることから、セグメント間の振替高はありません。

 

前第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

  報告セグメント     

  コア事業  戦略事業  合計  共通(1)  連結

外部顧客への売上収益  131,920  19,291  151,211  －  151,211

セグメント利益（△は損失）

(2)
 21,280  △22,894  △1,614  8,359  6,745

　減価償却費及び償却費  6,396  1,456  7,852  －  7,852

 

(1) 共通には、主として、その他の営業収益、株式報酬費用などが含まれております。

(2) 「セグメント利益（△は損失）」は、要約四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

当第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

  報告セグメント     

  コア事業  戦略事業  合計  共通(1)  連結

外部顧客への売上収益  144,881  21,821  166,702  －  166,702

セグメント利益（△は損失）

(2)
 24,959  △52,412  △27,453  △68  △27,521

　減価償却費及び償却費  10,464  5,860  16,324  －  16,324

 

(1) 共通には、主として、その他の営業収益、株式報酬費用などが含まれております。

(2) 「セグメント利益（△は損失）」は、要約四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。
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セグメント利益（△は損失）から継続事業に係る税引前四半期損失への調整表は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

 

前第３四半期

連結累計期間

（自　2018年１月１日

　　至　2018年９月30日）

 

 

 

 

当第３四半期

連結累計期間

（自　2019年１月１日

　　至　2019年９月30日）

セグメント利益（△は損失） 6,745  △27,521

財務収益 298  400

財務費用 △326  △1,459

持分法による投資損失 △7,311  △9,567

為替差損益 72  △237

その他の営業外収益 317  2,347

その他の営業外費用 △21  △187

継続事業に係る税引前四半期損失 △226  △36,224

 

これらの項目は当社グループとして管理しており、個々のセグメントに配分しておりません。
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(３)　主要なサービスからの収益

　当社グループの前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間の継続事業の主要なサービス別の売上収益は

以下のとおりであります。

　一時点で認識される売上収益は、主としてFriendsに係る売上収益から構成されます。

(単位：百万円)

 

前第３四半期

連結累計期間

（自　2018年１月１日

　　至　2018年９月30日）

 

 

 

 

当第３四半期

連結累計期間

（自　2019年１月１日

　　至　2019年９月30日）

コア事業    

　広告    

　　ディスプレイ広告(1) 27,143  34,640

　　アカウント広告(2) 41,379  46,261

　　その他の広告(3) 10,764  10,200

　小計 79,286  91,101

　コミュニケーション・コンテンツ・その他    

　　コミュニケーション(4) 21,633  21,549

　　コンテンツ(5) 28,504  28,694

　　その他 2,497  3,537

　小計 52,634  53,780

コア事業合計 131,920  144,881

    

戦略事業    

　Friends(6) 12,637  14,048

　その他(7) 6,654  7,773

戦略事業合計 19,291  21,821

総合計 151,211  166,702

 

(1) ディスプレイ広告からの売上収益は主にタイムライン面やLINE News面等に掲載される広告から構成されます。

(2) アカウント広告からの売上収益は主にLINE公式アカウント、LINEスポンサードスタンプ、LINEポイント等から構

成されます。

(3) その他の広告からの売上収益は主にlivedoor、NAVERまとめ、LINE バイトでの広告から構成されます。

(4) コミュニケーションからの売上収益は、主にLINEスタンプ及びクリエイターズスタンプの提供から構成されま

す。

(5) コンテンツからの売上収益は、主にLINE GAMEの仮想アイテムの販売に係る収益から構成されます。

(6) Friendsは主にキャラクター商品の販売から構成されます。

(7) その他は主にEコマースに係るサービスに係る収益から構成されます。
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５．有形固定資産

 

　前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間に当社グループが取得した有形固定資産はそれぞれ13,751百

万円、8,157百万円であります。前第３四半期連結累計期間は主にコア事業及び戦略事業に関連して購入した当社グルー

プのサーバー設備で、9,054百万円であります。

 

　また当第３四半期連結累計期間は主にサーバー設備で3,317百万円、オフィスの増床に伴い取得した備品等で4,421百万

円であります。

 

　前連結会計年度末及び第３四半期連結会計期間末の有形固定資産の取得に関わる契約上のコミットメントはそれぞれ

1,820百万円及び753百万円であります。

 

 

 

 

６．法人所得税

 

　期中報告期間における当社グループの税金は、当社グループの期中報告期間に生じた事項を調整した見積年次実効税率

を使用して見積計上しております。当社グループは、各四半期において、見積年次実効税率の見直しを行い、見積年次実

効税率を変更した場合には当該四半期に累積的な修正を行っております。

 

　前第３四半期連結累計期間における実効税率は△3,308.6％であり、2017年度の日本における法定実効税率31.7％と異

なっております。実効税率が△3,308.6％となる主な要因として、一部の子会社及び持分法適用会社において、単体上税

引前損失を計上する一方、繰延税金資産について予測可能な期間内に解消される見込みがないことから関連する税金利益

を認識できなかったこと、及び韓国子会社の法人所得税について、更正により約217億韓国ウォン（約2,215百万円）の追

徴請求を受けたことによるものであります。

 

　当第３四半期連結累計期間における実効税率は△1.7％であり、前連結会計年度の日本における法定実効税率31.7％と

異なっております。実効税率が△1.7％となる主な要因として、当第３四半期連結累計期間において要約四半期連結損益

計算書上で税引前四半期損失を計上している一方で、単体上税引前損失を計上した一部の子会社及び持分法適用会社が、

繰延税金資産について予測可能な期間内に解消される見込みがないことから関連する税金利益を認識できなかったことに

よるものであります。

 

　当第３四半期連結累計期間における実効税率は、△1.7％であるのに対し、前第３四半期連結累計期間における実効税

率は△3,308.6％であります。当該変動は、主に、連結上の四半期税引前損失が増加したことに加え、連結上の四半期税

引前損失に対して、繰延税金資産に係る税金利益を認識できなかった子会社の税引前損失の割合が増加したこと、及び前

第３四半期連結累計期間に韓国子会社が追徴請求を受けたことによるものであります。
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７．金融資産及び金融負債

 

　前連結会計年度末及び当第３四半期連結会計期間末時点における、現金及び現金同等物を除く金融商品の帳簿価額と公

正価値は、以下のとおりであります。内訳は、要約四半期連結財政状態計算書の科目ごと及びIFRS第９号「金融商品」で

定義されたカテゴリーごとに示しております。

 

　要約四半期連結財政状態計算書において、公正価値で測定されていない金融商品のうち、短期又は変動金利という性質

を有するため公正価値が帳簿価額と近似しているものについては、当該公正価値を開示しておりません。なお、公正価値

で測定された金融商品の公正価値の詳細は、注記13. 公正価値測定に記載しております。

     (単位：百万円)

 

前連結会計年度
(2018年12月31日)

 
当第３四半期
連結会計期間

(2019年９月30日)

帳簿価額  公正価値  帳簿価額  公正価値

      
金融資産        

売掛金及びその他の短期債権        

償却原価で測定する金融資産 37,644    40,888   

合計 37,644    40,888   

        
その他の金融資産（流動）        

償却原価で測定する金融資産        

定期預金 11,507    14,603   

短期貸付金 593    426   

社債及びその他の負債性金融商品 －    70  71

保証金(1)(2) 853    7,234   

敷金 －    9   

その他 4    61   
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産(3) 2,958  2,958  4,608  4,608

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産(2)(4) －  －  72  72

合計 15,915    27,083   

        
その他の金融資産（非流動）        

償却原価で測定する金融資産        

社債及びその他の負債性金融商品 280  288  210  216

保証金(1) 123  123  68  68

敷金 9,162  9,050  9,691  9,612

その他 118  118  97  97

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産(3) 22,343  22,343  22,033  22,033

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産(4) 10,261  10,261  18,167  18,167

合計 42,287    50,266   
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     (単位：百万円)

 

前連結会計年度
(2018年12月31日)

 
当第３四半期
連結会計期間

(2019年９月30日)

帳簿価額  公正価値  帳簿価額  公正価値

金融負債        

買掛金及びその他の未払金        

償却原価で測定される金融負債 34,985    39,740   

その他の金融負債（流動）        

償却原価で測定される金融負債        

　預り金 13,653    18,961   
　短期借入金(5) 23,000    23,001   

　その他 57    88   

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債        

　プット・オプションに基づく負債 16  16  8  8

　その他(2) －  －  38  38

合計 36,726    42,096   

        
社債(6) 142,132  143,743  142,670  144,134

その他の金融負債（非流動）        

償却原価で測定される金融負債        

　サブリース契約に基づく預り敷金 16  16  16  16

　その他 231    117   

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債        

　プット・オプションに基づく負債 280  280  276  276

合計 527    409   

 

　(1) 当社グループは供託した国債を満期まで保有することを意図しており、前連結会計年度末及び当第３四半期連結会

計期間末において、それぞれ280百万円、280百万円を計上しております。また、当社グループは、資金決済法に準

拠するため、主に銀行との間に前連結会計年度末及び当第３四半期連結会計期間末においてそれぞれ18,500百万

円、28,500百万円の信用保証契約を締結しております。当該保証契約に係る加重平均保証料率は、それぞれ0.1％、

0.1％であります。

　(2) 当社は2019年１月から運用目的のデリバティブ取引を開始し、通貨、金利、コモディティーの先物等に投資してお

ります。当該取引に関連し、証券会社に2,015百万円を差入れております。当該取引が当第３四半期連結累計期間の

継続事業に係る税引前四半期損失に与える影響は675百万円の利益であり、当第３四半期連結会計期間末時点におけ

る公正価値評価の結果、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産を30百万円、純損益を通じて公正価値で測定

する金融負債を37百万円認識しております。また、台湾において銀行業の参入のため、3,475百万円の資金を金融機

関に預託しており、当該資金の引出が制限されております。

　(3) 当第３四半期連結累計期間において、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産に係る減損損

失として１百万円を認識しております。

　(4) 前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間において、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

に係る評価益は、それぞれ200百万円、1,411百万円を認識しております。

　(5) 前連結会計年度末及び当第３四半期連結会計期間末において、短期借入金の加重平均利率は、それぞれ0.1％、

0.1％であります。

　(6) 前連結会計年度において、海外一般募集による、ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債37,494.5百万円(利率

０％、償還期限2023年９月)及びユーロ円建転換社債型新株予約権付社債37,494.5百万円(利率０％、償還期限2025

年９月)を発行しております。同日、NAVER Corporationを割当先とする第三者割当によるユーロ円建転換社債型新

株予約権付社債37,494.5百万円(利率０％、償還期限2023年９月)及びユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

37,494.5百万円(利率０％、償還期限2025年９月)を発行しております。当第３四半期連結会計期間末の負債部分の

帳簿価額は、前連結会計年度末の帳簿価額に利息費用538百万円を加算した142,670百万円であります。
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８．資本金及び資本剰余金

 

(１) 発行済株式

　当第３四半期連結累計期間の発行済株式の変動状況は以下のとおりであります。

 

 
発行済株式数

(無額面株式)
 資本金

 (単位：株)  (単位：百万円)

 普通株式   

2019年１月１日残高 240,524,642  96,064

新株予約権の行使(1) 437,000  471

2019年９月30日残高 240,961,642  96,535

 

(1)
詳細は注記14．株式報酬に記載しております。

 

(２) 資本剰余金

　前第３四半期連結累計期間の資本剰余金の変動は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

 株式報酬(1)  
共通支配下の

企業結合
 その他(2)  資本剰余金合計

2018年１月１日残高 7,062  294  86,204  93,560

株式報酬 991  －  －  991

新株予約権の行使 △1,163  －  1,058  △105

新株予約権の失効 △24  －  －  △24

新株の発行(3) －  －  2,500  2,500

転換社債型新株予約権付社債の

発行(4)
－  －  4,175  4,175

株式発行費用(5) －  －  △16  △16

支配継続子会社に対する

持分変動(6)
－  △488  18,014  17,526

自己株式の処分 △160  －  24  △136

2018年９月30日残高 6,706  △194  111,959  118,471
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　当第３四半期連結累計期間の資本剰余金の変動は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

 株式報酬(1)  
共通支配下の

企業結合
 その他(2)  資本剰余金合計

2019年１月１日残高 10,717  △194  108,103  118,626

株式報酬 1,111  －  －  1,111

新株予約権の行使 △695  －  580  △115

新株予約権の失効 △51  －  －  △51

株式発行費用(5) －  －  △2  △2

支配継続子会社に対する

持分変動
－  －  221  221

自己株式の処分 △461  －  14  △447

2019年９月30日残高 10,621  △194  108,916  119,343

 

(1)
詳細は注記14．株式報酬に記載しております。

(2)その他は主に、日本の会社法上の資本準備金であります。

(3)当社は、株式給付信託（J-ESOP）を導入しており、2018年４月25日において、資産管理サービス信託銀行株式会社

（信託Ｅ口）に対して普通株式1,172,332株を発行しております。発行価額の総額は5,000百万円で、増加した資本剰

余金の額は2,500百万円であります。

(4)詳細は注記７.金融資産及び金融負債に記載しております。

(5)普通株式の発行に直接帰属する増分費用は、税効果控除後の額を資本の減少として会計処理しております。

(6)支配継続子会社に対する持分変動には、当社子会社において実施された第三者割当増資に伴う持分比率の変動による

増加17,934百万円及び、当社連結子会社間の吸収合併に伴う持分比率の変動による減少488百万円が含まれておりま

す。
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９．キャッシュ・フロー補足情報

 

前第３四半期連結累計期間に係る補足情報

 

LINEモバイルに対する支配の喪失

　LINEモバイル株式会社は2018年４月にソフトバンク株式会社を割当先とする、第三者割当増資を実施いたしました。こ

れにより、当社グループのLINEモバイル株式会社に対する所有割合は100.0％から49.0％となり、LINEモバイル株式会社

は当社の連結子会社から持分法適用関連会社となりました。

　連結から除外されたLINEモバイル株式会社に関連する資産及び負債、並びに支配喪失による利益は以下のとおりです。

 

 (単位：百万円)

流動資産 2,646

　　現金及び現金同等物(1) 1,113

　　売掛金及びその他の短期債権 1,277

　　棚卸資産 48

　　その他の流動資産 208

非流動資産 270

流動負債 △4,083

非流動負債 △1

合計 △1,168

当社グループが保持する投資の公正価値 8,326

支配喪失による利益(2) 9,494

(1)
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の子会社の支配喪失又は事業の譲渡による減少額に含まれております。

(2)
支配喪失による利益は要約四半期連結損益計算書のその他の営業収益に含まれております。

 

重要な非資金取引の内容

 

新規発行による自己株式の取得

　当社グループは、2018年４月９日開催の当社取締役会において決議した通り、「株式給付信託（J-ESOP）」に関する追

加信託の実施に伴い、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）に対して普通株式1,172,332株を発行しており、

2018年４月25日に払込手続が完了しております。当該信託が保有する当社の株式は、要約四半期連結財務諸表において自

己株式として計上されております。

　これにより、前第３四半期連結累計期間において資本金、資本剰余金及び自己株式の金額がそれぞれ2,500百万円、

2,500百万円及び5,000百万円増加しております。

 

 

当第３四半期連結累計期間に係る補足情報

 

　該当事項はありません。
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10．顧客との契約から生じる収益

 

　当社グループは、収益に関連する以下の金額を要約四半期連結損益計算書に認識しております。

 

（単位：百万円）

 

前第３四半期
連結累計期間

（自　2018年１月１日
至　2018年９月30日）

当第３四半期
連結累計期間

（自　2019年１月１日
至　2019年９月30日）

   

顧客との契約から生じた収益   

　売上収益(1) 151,211 166,702

　その他の営業収益：前払式支払手段失効益 212 320

 151,423 167,022

   

その他の源泉から生じる収益   

　その他の営業収益(2) 11,010 2,577

(1)
売上収益のサービス別の内訳については４．セグメント情報に記載しております。

(2)
その他の営業収益の主な内容については、９．キャッシュ・フロー補足情報に記載しております。

 

売掛金、契約資産及び契約負債

（単位：百万円）

 
前連結会計年度

（2018年12月31日）
 

当第３四半期
連結会計期間

（2019年９月30日）

    

売掛金及びその他の短期債権 37,644  40,888

契約資産(1) 339  168

    

契約負債    

　未充足の履行義務(2) 12,927  12,674

　前払式支払手段(3) 11,710  12,346

　契約負債合計 24,637  25,020

(1)
主として、広告契約に関連して履行義務の充足に基づき認識した契約資産から構成されます。

(2)
未充足の履行義務は、おおむね1年以内に充足されます。そのため、当社グループはIFRS第15号で認められている実

務上の便法を適用し、これらの未充足の契約に配分した取引価格を開示しておりません。

(3)
前払式支払手段に係る財又はサービスの移転の時期は顧客の裁量で決まります。

 

認識した収益のうち期首現在の契約負債残高に含まれていたもの

（単位：百万円）

 

前第３四半期
連結累計期間

（自　2018年１月１日
至　2018年９月30日）

当第３四半期
連結累計期間

（自　2019年１月１日
至　2019年９月30日）

   

未充足の履行義務 10,742 10,107

前払式支払手段 9,265 9,036

 

 

　前連結会計年度末及び当第３四半期連結会計期間末の要約四半期連結財政状態計算書に計上されている契約コストの額

は、それぞれ2,636百万円、1,841百万円であります。また、前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間の

要約四半期連結損益計算書における償却額は、それぞれ2,133百万円、2,261百万円であります。
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11. 非継続事業

 

　当社グループは2016年２月12日に当社の取締役会においてMixRadio事業の終了を決議しております。MixRadio事業

は、その実際の終了日である2016年３月21日をもって非継続事業としております。

 

　前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間における経営成績の要約は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

 

前第３四半期
連結累計期間

（自　2018年１月１日
至　2018年９月30日）

 

当第３四半期
連結累計期間

（自　2019年１月１日
至　2019年９月30日）

    

収益 11  －

費用 △6  △2

非継続事業に係る税引前利益（△は損失） 5  △2

清算に伴う法人所得税(1) △2  1

非継続事業に係る利益（△は損失）
（当社の株主に帰属）

3  △1

(1)
前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間における清算に伴う法人所得税はMixRadioにおいて生じ

た損益により、当社グループの持分から発生した将来減算一時差異に対応する税効果であります。

 

 

　前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間における非継続事業に係るキャッシュ・フローの要約は以

下のとおりであります。

（単位：百万円）

 

前第３四半期
連結累計期間

（自　2018年１月１日
至　2018年９月30日）

 

当第３四半期
連結累計期間

（自　2019年１月１日
至　2019年９月30日）

    

営業活動によるキャッシュ・フロー 9  0

投資活動によるキャッシュ・フロー －  －

財務活動によるキャッシュ・フロー －  －

キャッシュ・フロー（純額） 9  0
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12．１株当たり利益

 

　１株当たり利益の算定に使用した四半期純損益と加重平均株式数は以下のとおりであります。

(単位：百万円、株式数を除く)

 

前第３四半期
連結累計期間

（自　2018年１月１日
　　至　2018年９月30日）

 

当第３四半期
連結累計期間

（自　2019年１月１日
　　至　2019年９月30日）

    

当社の株主に帰属する継続事業に係る四半期純損失 △6,071  △33,960

当社の株主に帰属する非継続事業に係る四半期純利益
（△は損失）

3  △1

当社の株主に帰属する基本的及び希薄化後１株当たり
利益の算定に用いた四半期純損失合計

△6,068  △33,961

加重平均普通株式数 239,529,680  240,752,246

加重平均自己株式数 △1,584,573  △1,732,226

基本的１株当たり利益の算定に用いた加重平均普通株
式数

237,945,107  239,020,020

希薄化効果:    

ストック・オプション －  －

株式給付信託（J-ESOP） －  －

転換社債型新株予約権付社債 －  －

希薄化効果調整後の加重平均普通株式数 237,945,107  239,020,020

 

 

(単位：百万円、株式数を除く)

 

前第３四半期
連結会計期間

（自　2018年７月１日
　　至　2018年９月30日）

 

当第３四半期
連結会計期間

（自　2019年７月１日
　　至　2019年９月30日）

    

当社の株主に帰属する継続事業に係る四半期純損失 △8,976  △7,341

当社の株主に帰属する非継続事業に係る四半期純損失 △4  △1

当社の株主に帰属する基本的及び希薄化後１株当たり
利益の算定に用いた四半期純損失合計

△8,980  △7,342

加重平均普通株式数 240,205,271  240,918,120

加重平均自己株式数 △2,007,172  △1,575,937

基本的１株当たり利益の算定に用いた加重平均普通株
式数

238,198,099  239,342,183

希薄化効果:    

ストック・オプション －  －

株式給付信託（J-ESOP） －  －

転換社債型新株予約権付社債 －  －

希薄化効果調整後の加重平均普通株式数 238,198,099  239,342,183

 

　希薄化後１株当たり利益は、未行使のオプションやその他の潜在的株式が希薄化効果を有する場合にこれらを考慮して

算定しております。

　前第３四半期連結累計期間末における普通株式24,084,802株相当のストック・オプション、株式給付信託（J-ESOP)及

び転換社債型新株予約権付社債は、前第３四半期連結累計期間末の希薄化後１株当たり利益の算定において、継続事業に

係る１株当たり四半期純損失に対して逆希薄化効果を有するため、前第３四半期連結累計期間の希薄化後1株当たりの利

益の算定から除外しております。

　当第３四半期連結累計期間末における普通株式27,895,471株相当のストック・オプション、株式給付信託（J-ESOP)及

び転換社債型新株予約権付社債は、当第３四半期連結累計期間末の希薄化後１株当たり利益の算定において、継続事業に

係る１株当たり四半期純損失に対して逆希薄化効果を有するため、当第３四半期連結累計期間の希薄化後1株当たりの利

益の算定から除外しております。
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　なお、当社は、2019年７月29日を割当日として当社の取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く）に対して30,240

個、当社の社外取締役に対して240個、当社の従業員（執行役員を含む）及び当社子会社従業員に対して16,548個のス

トック・オプションを割り当てております。当該ストック・オプションが行使された場合、4,702,800株の普通株式が新

規に発行されることとなります。
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13. 公正価値測定

 

(１) 公正価値ヒエラルキー

 

　当社グループは、要約四半期連結財政状態計算書上の公正価値で測定される金融商品について公正価値ヒエラルキーの

レベルを以下のインプットに基づき分類しております。

 

　‒ レベル１インプット：活発な市場における同一資産又は負債の相場価格に基づくインプット

　‒ レベル２インプット：活発な市場における類似した資産又は負債の相場価格、活発でない市場における同一又は類似

した資産又は負債の相場価格、観察可能な相場価格以外のインプット及び相関または他の手段

によって主に観察可能な市場データから算出されるか、又は裏付けられるインプット

　‒ レベル３インプット：１つ以上の重要なインプット又はバリュードライバーが観察不能である評価技法に由来したイ

ンプット。なお、当該評価技法は、市場参加者が価格の形成に使用するであろう、報告企業自

身の仮定を反映したものであります。

 

 公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、報告期間の期首に起こったものとみなして認識しております。

 

(２) 公正価値ヒエラルキー別の公正価値測定

 

　前連結会計年度末及び当第３四半期連結会計期間末における、要約四半期連結財政状態計算書において経常的に公正価

値で測定する資産及び負債は、以下のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度
（2018年12月31日）  

 
レベル １

 
 

 
レベル ２

 
 

 
レベル ３

 
 

 
合計
 

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産  － － 10,261  10,261

 その他の包括利益を通じて公正価値で測定する
 金融資産

        

　 資本性金融商品  791 － 6,505  7,296

　 負債性金融商品  － 18,005 －  18,005

合計  791 18,005 16,766  35,562

         

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債         

プット・オプションに基づく負債  － － 296  296

合計  － － 296  296

 

(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間
（2019年９月30日）  

 
レベル １

 
 

 
レベル ２

 
 

 
レベル ３

 
 合計

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産  72 2,974  15,193 18,239

 その他の包括利益を通じて公正価値で測定する         

 金融資産         

 　資本性金融商品  1,109 －  7,300 8,409

 　負債性金融商品  － 18,232  － 18,232

 合計  1,181 21,206  22,493 44,880

         

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債         

プット・オプションに基づく負債  － －  284 284

その他  38 －  － 38

合計  38 －  284 322

 

　前連結会計年度及び当第３四半期連結累計期間において、レベル１、レベル２及びレベル３の間での振替はありませ

ん。
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(３) レベル３に分類された金融商品の期首残高から期末残高への調整表

 

(単位：百万円)

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2018年１月１日
至　2018年９月30日）

 
純損益を通じて公正価値で

測定する金融資産
 
その他の包括利益を通じて公
正価値で測定する金融資産

 
プット・オプションに基

づく負債

１月１日の公正価値 7,143  8,539  △486

連結会計年度における利得
合計（△は損失）:

     

純損益に計上 (1) 169  －  △3

その他の包括利益に計上 (2) －  △319  －

包括利益（△は損失） 169  △319  △3

購入 3,204  5,024  △16

処分 －  △113  240

その他 28  △66  △3

為替換算調整 △130  △175  8

９月30日の公正価値 10,414  12,890  △260

 

 

(単位：百万円)

 
当第３四半期連結累計期間
（自　2019年１月１日
至　2019年９月30日）

 
純損益を通じて公正価値で

測定する金融資産
 
その他の包括利益を通じて公
正価値で測定する金融資産

 
プット・オプションに基

づく負債

１月１日の公正価値 10,261  6,505  △296

連結会計年度における利得
合計:

     

純損益に計上 (1) 1,415  －  32

その他の包括利益に計上 (2) －  764  －

包括利益 1,415  764  32

購入 3,771  －  △28

処分 －  △136  －

その他 △184  176  8

為替換算調整 △70  △9  0

９月30日の公正価値 15,193  7,300  △284

 

(1)
当該金額は、当社グループの要約四半期連結損益計算書におけるその他の営業外収益又はその他の営業外費用に含

まれております。

(2)
当該金額は、当社グループの要約四半期連結包括利益計算書におけるその他の包括利益を通じて公正価値で測定す

る資本性金融資産の再測定に含まれております。
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(４) 評価技法及びインプット

 

要約四半期連結財政状態計算書において経常的に公正価値で測定する資産及び負債

 

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

 

　レベル２に分類される純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、投資信託で構成されております。当第３四半

期連結会計期間末において、取引金融機関により提示された基準価額に基づく公正価値で測定しております。

　レベル３に分類される純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、主として非公開企業に投資するファンド、転

換権及び償還権が付された優先株式で構成されております。前連結会計年度末及び当第３四半期連結会計期間末におい

て、優先株式の転換権及び償還権は二項モデルに基づく公正価値で測定しております。また、非公開企業に投資する

ファンドは直近の利用可能な純資産価値に基づく公正価値で測定しており、優先株式は直近の取引価格、マーケット・

アプローチ、ディスカウント・キャッシュ・フロー法に基づく公正価値で測定しております。レベル３に分類される純

損益を通じて公正価値で測定する金融資産（ファンドを除く）の公正価値を測定する際に用いた評価技法及び重大な観

察不能なインプットに関する定量的情報は、以下のとおりであります。

 

評価技法  
重大な

観察不能なインプット
 

前連結会計年度
（2018年12月31日）

 
当第３四半期連結会計期間

（2019年９月30日）

マーケット・アプローチ  
収益倍率

 
－

 
2.8 - 6.6

　　類似会社の市場価格    

ディスカウント・キャッ

シュ・フロー法
 割引率  16.0％  －

  成長率  2.0％  －

二項モデル  
比較可能な上場類似企業の平均

ヒストリカルボラティリティー
 53.3％ - 54.0％  53.3％

  割引率  2.0％ - 2.2％  1.5％ - 2.0％

 

　収益倍率及び成長率の重大な増大（減少）は、非上場株式の公正価値を上昇（下落）させることとなります。一方、

割引率の重大な増大（減少）は、非上場株式の公正価値を下落（上昇）させることとなります。

　比較可能な上場類似企業の平均ヒストリカルボラティリティーの重大な増大（減少）は優先株式の転換権及び償還権

の公正価値を上昇（下落）させることとなります。一方、割引率の重大な増大（減少）は優先株式の転換権及び償還権

の公正価値を下落（上昇）させることとなります。

 

 

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債

 

　レベル３に分類される純損益を通じて公正価値で測定する金融負債は、プット・オプションに基づく負債で、子会社

株式、関連会社株式及び投資株式に係るプット・オプションであります。当該プット・オプションに基づく負債は、主

にオプション・プライシングモデルやモンテカルロ・シミュレーションに基づく公正価値で測定しております。プッ

ト・オプションに基づく負債の公正価値を測定する際に用いた評価技法及び重大な観察不能なインプットに関する定量

的情報は、以下のとおりであります。

 

評価技法  
重大な

観察不能なインプット
 

前連結会計年度
（2018年12月31日）

 
当第３四半期連結会計期間

（2019年９月30日）

オプション・プライシング

モデル
 
比較可能な上場類似企業の平均ヒ

ストリカルボラティリティー
 51.9％  51.9％

  割引率  1.8％  1.8％

モンテカルロ・シミュレー

ション
 
比較可能な上場類似企業の平均ヒ

ストリカルボラティリティー
 43.1％  43.6％

  割引率  2.0％  1.7％

 

　比較可能な上場類似企業の平均ヒストリカルボラティリティーの重大な増大（減少）はプット・オプションに基づく

負債の公正価値を上昇（下落）させることとなります。一方、割引率の重大な増大（減少）はプット・オプションに基

づく負債の公正価値を下落（上昇）させることとなります。
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その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

 

　レベル２に分類されるその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産は、債券で構成されております。前連

結会計年度末及び当第３四半期連結会計期間末において、債券はディスカウント・キャッシュ・フロー法等に基づく公

正価値で測定しており、新規に類似の負債性金融商品を取得した場合に想定される利率等の観測可能なインプットを利

用しております。

　レベル３に分類されるその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産は、主として、非上場株式で構成され

ております。前連結会計年度末及び当第３四半期連結会計期間末において、非上場株式はマーケット・アプローチ法等

に基づく公正価値で測定しております。特定の非上場株式の公正価値を測定する際に用いた評価技法及び重大な観察不

能なインプットに関する定量的情報は、以下のとおりであります。

 

 評価技法  
重大な

観察不能なインプット
 

前連結会計年度
（2018年12月31日）

 
当第３四半期連結会計期間

（2019年９月30日）

 マーケット・アプローチ  収益倍率  1.3 - 9.1  1.3 - 13.7

 　　類似会社の市場価格  流動性の欠如による割引  30.0％  30.0％

 

　収益倍率の重大な増大（減少）は、非上場株式の公正価値を上昇（下落）させることとなります。一方、流動性の欠

如による割引の重大な増大（減少）は、非上場株式の公正価値を下落（上昇）させることとなります。
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14．株式報酬

 

　当社グループは、役員及び従業員に対するストック・オプション・インセンティブ・プランを有しております。

 

（１） ストック・オプション制度

　2013年度、2014年度及び2015年度に付与されたストック・オプションは１個に対し、当社の普通株式500株を、2017年

度に付与されたストック・オプションは１個に対し、当社の普通株式100株を、定められた期間において、購入する権利

があります。2013年度に付与されたストック・オプションの行使価格は344円、2014年度及び2015年度に付与されたス

トック・オプションの行使価格は1,320円、2017年度に付与されたストック・オプションの行使価格は4,206円でありま

す。

　当第３四半期連結累計期間において、当社は47,028個のストック・オプションを付与しており、これは当社の普通株式

4,702,800株に相当します。当第３四半期連結累計期間において付与されたストック・オプションの行使価格は3,500円で

す。

　2013年度、2014年度、2015年度及び2017年度に付与されたストック・オプションの公正価値は、一般的にストック・オ

プションの価値評価モデルとして受け入れられている、ブラック・ショールズモデルを用いて算定しております。

　当第３四半期連結累計期間において、付与されたストック・オプションの公正価値は、一般的にストック・オプション

の価値評価モデルとして受け入れられている、二項モデルを用いて算定しております。

　2013年度、2014年度及び2015年度に付与されたストック・オプションは付与日から２年経過した時点で権利確定し、権

利行使期間は権利確定日から８年間であります。2017年度に付与されたストック・オプションは付与日から１年を経過す

るごとに25％ずつ権利確定し、権利行使期間は権利確定日から2027年７月18日までであります。

　当第３四半期連結累計期間において、付与されたストック・オプションは、付与日から３年経過した時点で総数の

20％、その後１年を経過するごとに総数の50％、総数の100％を限度に行使することができ、権利行使期間は権利確定日

から2029年７月８日までであります。

　2013年度、2014年度、2015年度及び2017年度に付与されたストック・オプションの権利確定条件は付与日から権利確定

日まで、権利行使条件は付与日から権利行使時まで、ストック・オプションを付与された者が継続して当社グループの役

員又は従業員であることを要しますが、取締役会で承認された場合にはこの限りではありません。

　当第３四半期連結累計期間に付与されたストック・オプション（第23回新株予約権及び第24回新株予約権）の権利確定

条件は付与日から権利確定日まで、権利行使条件は付与日から権利行使時まで、ストック・オプションを付与された者が

継続して当社グループの役員又は従業員であることを要しますが、取締役会で承認された場合にはこの限りではありませ

ん。

　当第３四半期連結累計期間に付与されたストック・オプション（第22回新株予約権）の権利確定条件は付与日から権利

確定日まで、権利行使条件は付与日から権利行使時まで、ストック・オプションを付与された者が継続して当社グループ

の役員であることを要しますが、取締役会で承認された場合にはこの限りではありません。また、当社普通株式の株価が

以下の(ⅰ)から(ⅲ)に定める条件を満たす場合に限り、当該(ⅰ)から(ⅲ)に掲げる個数の新株予約権を行使することがで

きるものとしております。

(ⅰ)新株予約権の割当日の３年後の応答日から６年後の応答日までの間のいずれの日においても、当該日を含む直前営

業日10日間（当社普通株式の普通取引が成立しない日を除く。以下、同じ。）の東京証券取引所における当社普通株式

の普通取引の終値の平均値が、7,518円（以下、「基準株価」という。）を超える場合、割当を受けた新株予約権の総

数の20％

(ⅱ)新株予約権の割当日の４年後の応答日から７年後の応答日までの間のいずれの日においても、当該日を含む直前営

業日10日間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が、基準株価を超える場合、割当てを受

けた新株予約権の総数の30％

(ⅲ)新株予約権の割当日の５年後の応答日から８年後の応答日までの間のいずれの日においても、当該日を含む直前営

業日10日間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値が、基準株価を超える場合、割当てを受

けた新株予約権の総数の50％
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　① 当第３四半期連結累計期間における変動状況は以下のとおりであります。

 

　当該期間における発行済ストック・オプション数(株式数換算)の変動状況及び加重平均行使価格は以下のとおりであ

ります。

 

 
当第３四半期連結累計期間
（自　2019年１月１日

　　至　2019年９月30日）

 普通新株予約権

 株式数(株)  加重平均行使価額(円)

１月１日　発行済残高 3,738,300  2,245

期中付与 4,702,800  3,500

期中失効 △130,500  4,109

期中行使(1) △437,000  815

期中行使期限到来 －  －

９月30日　発行済残高 7,873,600  3,043

９月30日　行使可能残高 2,547,500  1,913

 

(1)
上記オプションの行使日現在の加重平均株価は3,588円であります。

 

　② 当第３四半期連結会計期間末における未行使のストック・オプションの行使価格及び株式数は以下のとおりであり

ます。

 

 行使価格

 株式数(株)

 
当第３四半期連結会計期間

（2019年９月30日）

2013年12月17日発行 344  318,500

2014年２月８日発行 1,320  598,500

2014年８月９日発行 1,320  120,500

2014年11月１日発行 1,320  117,000

2015年２月４日発行 1,320  762,000

2017年７月18日発行 4,206  1,262,100

2019年７月29日発行 3,500  4,695,000

 

　当第３四半期連結会計期間末における未行使のストック・オプションの加重平均残存契約年数は8.3年であります。

 

　③ 当第３四半期連結累計期間に付与されたストック・オプションの公正価値の算定において、評価モデルに使用した

インプット

 

 
当第３四半期連結累計期間
（自　2019年１月１日

　　至　2019年９月30日）

配当利回り 0.0％

予想ボラティリティ 36.6％

リスク・フリー・レート △0.15％

オプションの予想残存期間（年） 10

権利行使価格（円） 3,500

普通株式１株当たりの付与日における株価（円） 3,500

使用した評価技法 二項モデル

 

　2019年７月29日に付与したストック・オプションの公正価値の加重平均は、普通株式１株当たり1,287円であります。

 

　予想ボラティリティは、当社の上場日から割当日までの日次の株価の変化率に基づき算定しており、将来のトレンドを

示すものと推定しておりますが、実際の結果は、必ずしも当該推定のとおりとなるとは限りません。
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　ストック・オプション（第24回新株予約権）については、付与対象者が当社グループの従業員であるため、想定される

退職行動（年間退職率9.25％）に基づき早期権利行使の影響を織り込んでおります。

 

　ストック・オプション（第22回新株予約権）については、権利行使期間ごとに当社普通株式の普通取引の終値の平均値

が、判定期間において、基準株価を超えることを要する株式市場条件が付されております。二項モデルで算出したストッ

ク・オプションの単価に、モンテカルロ・シミュレーションを使用して、当該株式条件を反映しております。

 

　④ 前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間の要約四半期連結損益計算書において認識した株式報酬

費用は、それぞれ473百万円、496百万円であります。
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（２） 持分決済型の株式給付信託（J-ESOP）

　当社グループは、株価と連動した従業員へのインセンティブ及び将来における優秀な人材の確保及び長期勤務を目的と

して、株式給付規程を設けております。

　当社グループは、当該株式給付規程に基づき、当社グループの従業員に対して2017年７月18日に262,069株相当のポイ

ントを、2018年１月１日に26,946株相当のポイントを、2018年７月20日に260,133株相当のポイントを、2019年１月23日

に48,651株相当のポイントを、2019年７月29日に161,172株相当のポイントを付与しております。ポイントを付与された

従業員が株式給付規程に定める条件を充足した時点で従業員の給付を受ける権利が確定し、信託は当該信託が保有する、

ポイント数に相当する数の株式を当社及び日本国内子会社の従業員に給付することとなります。

　ポイントが付与された当社グループの従業員について、株式給付規程に定める勤務条件は、2017年７月18日にポイント

が付与された当社グループの従業員については、2018年４月１日から2020年４月１日の間、2018年１月１日にポイントが

付与された当社グループの従業員については、2018年10月１日から2020年10月１日の間、2018年７月20日にポイントが付

与された当社グループの従業員については、2019年４月１日から2021年４月１日の間、2019年１月23日にポイント付与さ

れた当社グループの従業員については、2019年10月１日から2021年10月１日の間、2019年７月29日にポイント付与された

当社グループの従業員については、2020年４月１日から2022年４月１日の間にそれぞれ設定されている各権利確定日まで

当社グループの従業員として在籍することであります。

 

　① 当第３四半期連結累計期間における変動状況は以下のとおりであります。

 

　当該期間における発行済ポイント数の変動状況は以下のとおりであります。

 

 
当第３四半期連結累計期間
（自　2019年１月１日

　　至　2019年９月30日）

 J-ESOP（持分決済型）

 ポイント数(1)

１月１日　発行済残高 445,401

期中付与 209,823

期中失効 △32,384

期中行使 △129,181

期中行使期限到来 △876

９月30日　発行済残高 492,783

９月30日　行使可能残高 4,723

 

(1)１ポイントが１株に相当します。

 

　② 当制度は、株式を給付するものでありますので行使価格はありません。当第３四半期連結会計期間末における加重

平均残存契約年数は、1.1年であります。

 

　③ 2019年１月23日に付与されたポイントの公正価値は、付与日の株価の3,905円であります。2019年７月29日に付与さ

れたポイントの公正価値は、付与日の株価の3,500円であります。

 

　④ 持分決済型の株式給付信託に関して前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間の要約四半期連結損

益計算書において認識した株式報酬費用は、それぞれ580百万円、688百万円であります。
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（３） 現金決済型の株式給付信託（J-ESOP）

　当社グループは、当該株式給付規程に基づき、当社グループの従業員に対して2017年７月18日に567,056株相当のポイ

ントを、2018年１月１日に58,660株相当のポイントを、2018年７月20日に543,733株相当のポイントを、2019年１月23日

に90,744株相当のポイントを、2019年７月29日に306,452株相当のポイントを付与しております。ポイントを付与された

従業員が株式給付規程に定める条件を充足した時点で従業員の給付を受ける権利が確定し、信託は当該信託が保有する、

ポイント数に相当する数の株式を市場で売却するなどして得られた現金を従業員に支給することとなります。

　ポイントが付与された当社グループの従業員について、株式給付規程に定める勤務条件は、2017年７月18日にポイント

が付与された当社グループの従業員については、2018年４月１日から2020年４月１日の間、2018年１月１日にポイントが

付与された当社グループの従業員については、2018年10月１日から2020年10月１日の間、2018年７月20日にポイントが付

与された当社グループの従業員については、2019年４月１日から2021年４月１日の間、2019年１月23日にポイントが付与

された当社グループの従業員については、2019年10月１日から2021年10月１日の間、2019年７月29日にポイントが付与さ

れた当社グループの従業員については、2020年４月１日から2022年４月１日の間にそれぞれ設定されている各権利確定日

まで当社グループの従業員として在籍することであります。

 

　① 当第３四半期連結累計期間における変動

 

　当該期間における発行済ポイント数の変動状況は以下のとおりであります。

 

 
当第３四半期連結累計期間
（自　2019年１月１日

　　至　2019年９月30日）

 J-ESOP（現金決済型）

 ポイント数(1)

１月１日　発行済残高 890,624

期中付与 397,196

期中失効 △67,069

期中行使 △268,584

期中行使期限到来 △383

９月30日　発行済残高 951,784

９月30日　行使可能残高 2,131

 

(1)１ポイントが１株に相当します。

 

　② 当制度は、現金を支給するものでありますので行使価格はありません。当第３四半期連結会計期間末における加重

平均残存契約年数は、1.1年であります。

 

　③ 2019年１月23日に付与されたポイントの付与日及び測定日の公正価値は、それぞれ付与日の株価である3,905円及び

当第３四半期連結会計期間末の株価3,865円であります。2019年７月29日に付与されたポイントの付与日及び測定日の公

正価値は、それぞれ付与日の株価である3,500円及び当第３四半期連結会計期間末の株価3,865円であります。

 

　④ 現金決済型の株式給付信託に関して前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間の要約四半期連結損

益計算書において認識した株式報酬費用はそれぞれ1,052百万円、1,335百万円であります。

 

　⑤ 現金決済型の株式給付信託に関して前連結会計年度末の連結財政状態計算書及び当第３四半期連結累計期間の要約

四半期連結財政状態計算書において認識した負債の帳簿価額はそれぞれ流動負債が758百万円、1,136百万円、非流動負債

が669百万円、487百万円であります。

 

　⑥ 確定した負債のうち、前連結会計年度末及び当第３四半期連結会計期間末において未給付の負債は、それぞれ12百

万円、７百万円であります。
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15．関連当事者取引

 

　前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間における関連当事者取引の総額並びに前連結会計年度末及び

当第３四半期連結会計期間末の関連当事者との残高は以下のとおりであります。

 

(１) 前第３四半期連結累計期間における取引総額及び前連結会計年度末残高

（単位：百万円）

関係  名称  取引  取引金額  
　債権（△は
債務）残高(3)

親会社  NAVER  広告サービス(1)  475 184

兄弟会社  NAVER Business Platform Corp.(2)  営業費用  6,392 △883

 

(1) LINE Plus CorporationとNAVERはNAVERのウェブポータルを経由した広告サービスと交換にLINEプラットフォームを

経由した広告サービス及びLINEのキャラクターを使用する権利を交換する契約を締結しております。前第３四半期

連結累計期間において、当社グループがNAVERに提供した広告サービスに関連して475百万円の売上収益が発生して

おります。

(2) 当該兄弟会社は当社グループにITインフラサービス及び関連する開発サービスを提供しております。

(3)
債権及び債務は無担保であり、現金で決済されるものであります。

 

(２) 当第３四半期連結累計期間における取引総額及び当第３四半期連結会計期間末残高

（単位：百万円）

関係  名称  取引  取引金額  
　債権（△は
債務）残高(3)

親会社  NAVER   転換社債の引受け(1)  － △72,060

親会社  NAVER  広告サービス(2)  520 182

兄弟会社  NAVER Business Platform Corp.  
ITインフラサービス及び関連する開
発サービス

 6,330 △840

 

(1)
2018年度において、NAVER Corporationを割当先とする第三者割当によるユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

37,494.5百万円(利率０％、償還期限2023年９月)及びユーロ円建転換社債型新株予約権付社債37,494.5百万円(利率

０％、償還期限2025年９月)を発行しております。債務の残高には、社債の発行価額から資本となる部分を控除し、

償却原価で測定した当第３四半期連結会計期間末の負債残高を記載しております。詳細は注記７. 金融資産及び金

融負債に記載しております。

(2)
LINE Plus CorporationとNAVERはNAVERのウェブポータルを経由した広告サービスと交換にLINEプラットフォームを

経由した広告サービス及びLINEのキャラクターを使用する権利を交換する契約を締結しております。当第３四半期

連結累計期間において、当社グループがNAVERに提供した広告サービスに関連し520百万円の売上収益が発生してお

ります。

(3) 債権及び債務は無担保であり、現金で決済されるものであります。

 

(３) 前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間の主要な経営陣の総報酬額

（単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2018年１月１日
至　2018年９月30日)

 
当第３四半期連結累計期間

(自　2019年１月１日
至　2019年９月30日)

給与（賞与含む） 698  454

株式報酬(1) 646  505

その他 －  41

合計 1,344  1,000

 

(1)
詳細は注記14. 株式報酬に記載しております。

　主要な経営陣は当社の取締役と監査役であります。
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16．企業結合

 

　前第３四半期連結累計期間

 

　個別また全体として重要性のある取得がないため、記載を省略しております。

 

 

　当第３四半期連結累計期間

 

　該当事項はありません。
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17．主要な子会社

 

子会社情報

　当第３四半期連結累計期間における、新規連結の子会社及び持分比率が変動した子会社の主な状況は以下のとおりであ

ります。
 

      持分比率

社名  主な事業活動  所在国

 

前連結
会計年度
(2018年
12月31日)  

当第３四半期
連結会計期間

(2019年
９月30日)

LINE証券株式会社(1)  
金融関連サービスに

係る事業
 日本  100.0％  51.0％

LINE Credit株式会社(2)  
金融関連サービスに

係る事業
 日本  100.0％  51.0％

LINEバイト株式会社(3)  求人情報の配信  日本  60.0％  100.0％

 
 

 (1)
LINE証券株式会社 (旧社名 LINE証券設立準備株式会社)　は、2019年１月にLINE Financial株式会社及び野村ホー

　 ルディングス株式会社からの増資が実行された結果、当社グループの同社に対する持分所有割合は100.0％から

  51.0％となりました。

  なお、当該増資により同社の資本金の額が当社の資本金の額の10％に相当し、特定子会社に該当することとなり

  ました。

 (2)
LINE Credit株式会社は、2019年５月に株式会社みずほ銀行、LINE Financial株式会社及び株式会社オリエントコー

  ポレーションからの増資が実行された結果、当社グループの同社に対する持分所有割合は100.0％から51.0％となり

  ました。

 (3)
当社は2019年８月にLINEバイト株式会社の持分を追加取得し完全子会社としました。

 

 

当社グループの最終的な親会社

　当社グループの最終的な親会社は、韓国に所在し韓国取引所に上場しているNAVERであります。
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18．関連会社及び共同支配企業投資

 

LINEモバイル株式会社の第三者割当増資

　当社グループの関連会社であるLINEモバイル株式会社は、2019年４月に第三者割当増資を行いました。これにより当社

グループの持分は49.0％から40.0％に減少し、第三者割当増資に伴う持分変動利益は948百万円であります。当社グルー

プの当第３四半期連結会計期間末における当関連会社に対する投資の帳簿価額は7,334百万円であります。

 

PT. Bank KEB Hana Indonesiaへの出資

　当社グループは、2019年５月にインドネシアにおける銀行事業の推進を目的とし、PT. Bank KEB Hana Indonesiaに対

して、20.0％出資いたしました。PT. Bank KEB Hana Indonesia株式取得に当たり取得金額の配分（Purchase Price

Allocation）を実施中であり、結果次第で当社持分法による投資損益に重要な影響を及ぼす可能性があります。当社グ

ループの当第３四半期連結会計期間末における当関連会社に対する投資の帳簿価額は15,183百万円であります。

 

Snow Corporationの第三者割当増資

当社グループの関連会社であるSnow Corporationは、2019年８月に第三者割当増資を行い、NAVERは当関連会社に対し

て6,137百万円を追加出資いたしました。これにより当社グループの持分は34.0％から29.2％に減少し、第三者割当増資

に伴う持分変動利益は947百万円であります。当社グループの当第３四半期連結会計期間末における当関連会社に対する

投資の帳簿価額は6,210百万円であります。

 

19．後発事象

重要な後発事象はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2019年11月８日

LINE株式会社

取締役会　御中

 

ＰｗＣあらた有限責任監査法人

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　千代田　義央　　　　印

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　那須　伸裕　　　　　印

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　林　壮一郎　　　　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているLINE株式会社の

2019年１月１日から2019年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2019年７月１日から2019年９月30日

まで）及び第３四半期連結累計期間（2019年１月１日から2019年９月30日まで）に係る要約四半期連結財務諸表、すなわ

ち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、要約四半期連結持分

変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

要約四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条の規定により国際会計基準第

34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬

による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を

整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から要約四半期連結財務諸表に対

する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、国際会計基準第34号「期中財務報

告」に準拠して、LINE株式会社及び連結子会社の2019年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結

会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上
 
 （注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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